
外来医療計画について

・ 外来医療計画の概要

・ 外来医療計画骨子

・ スケジュール

・ 地域医療構想調整会議等の進め方

資料１

令和元年度外来医療計画担当者説明会（R元.8.9）資料を
もとに，大島支庁健康企画課で改変（R元.10.10)
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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン（抜粋）

目次

１ はじめに

１－１ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する考え方

１－２ 外来医療計画の全体像

１－３ ガイドラインの位置づけ

２ 外来医療計画の策定を行う体制等の整備

２－１ 都道府県の体制

２－２ 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場

２－３ 外来医療計画策定のプロセス

２－４ 外来医療計画の策定スケジュール

３ 外来医療計画の策定及び実施に必要なデータの収集、分析及び共有

４ 外来医師偏在指標と外来医師多数区域の設定

４－１ 区域単位

４－２ 外来医師偏在指標

４－３ 外来医師多数区域の設定

５ 外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組

５－１ 新規開業者等に対する情報提供

５－２ 外来医師多数区域における新規開業者の届出の際に求める事項

５－３ 現時点で不足している外来医療機能に関する検討

５－４ 合意の方法及び実効性の確保

５－５ 患者や住民に対する公表

５－６ 各医療機関での取組

６ 医療機器の効率的な活用に係る計画

６－１ 医療機器の効率的な活用に関する考え方

６－２ 協議の場と区域単位

６－３ 医療機器の効率的な活用のための検討

７ 外来医療計画の実行に関するＰＤＣＡサイクル

８ 留意点

※次ページ以降の各文言は，当課において簡略化してる。

-4-



鹿児島県外来医療計画骨子

※計画骨子（案）については，現行の保健医療計画を基に，厚生労働省発出の「外来医療に
係る医療提供体制の確保に関するガイドライン（以下「ガイドライン」という 」を参照）。
し検討を行った。

章 備考

第１章 総論

第１節 計画策定の趣旨 ・現行の保健医療計画及び
ガイドラインを参考とした

第２節 計画の位置づけ 体系整理
・ガイドライン１－１，１－２，１－３

第３節 計画の期間

第２章 本県の外来医療の現状

第１節 本県の外来医療機能の現状・課題
１ 区域単位 ・ガイドライン４－１
２ 現状・課題

ア 外来医師偏在指標，外来医師多数区域 ・ガイドライン４－２，４－３
イ 現時点で不足している外来医療

(ア）夜間や休日等における地域の初期救急
医療の提供体制

（イ）在宅医療の提供体制 ・ガイドライン５－３
(ウ）産業医・学校医・予防接種等の公衆衛

生に係る医療提供体制
（エ）その他

第２節 本県の医療機器の現状・課題
１ 区域単位 ・ガイドライン６－２
２ 現状・課題

ア 医療機器の配置状況 ・ガイドライン６－３
イ 医療機器の保有状況 ・ガイドライン６－３

第３章 施策の方向性

第１節 取組の基本的方向 ・ガイドライン５－４

第２節 各施策の方向性
１ 外来医療提供体制

ア 新規開業者等に対する情報提供 ・ガイドライン５－１
イ 協議の場の設置 ・ガイドライン２－２，５－３
ウ 新規開業者への対応 ・ガイドライン５－２

２ 医療機器の効率的な活用
ア 共同利用の方針 ・ガイドライン６－１
イ 新規開業者等に対する情報提供 ・ガイドライン６－３
ウ 協議の場の設置 ・ガイドライン６－２
エ 医療機器の共同利用に係る計画 ・ガイドライン６－３

第４章 計画の推進方策

第１節 外来医療計画の周知と情報提供 ・現行の保健医療計画に基づ
く体系整理

第２節 計画の推進体制と役割 ・ガイドライン５－５，５－６，７
１ 県
２ 各医療機関
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外来医療計画策定スケジュール

内 容
年 月

県県地域医療対策協議会

○第１回県地域医療対策協議会R元 ７
（7/23)下旬

・計画の骨子（案）について

○骨子案を踏まえた計画（素案）８
の検討

○第２回県地域医療対策協議会９
・計画（素案）について

～

10

11
○計画（案）の検討・調整

12
○県議会への説明

○第３回県地域医療対策協議会R２ １
・計画（案）について

～

○市町村等の意見聴取２
○パブリックコメントの実施

○医療審議会への諮問，答申３
○計画の決定

○計画の公示

○計画の公表

○厚生労働大臣への提出
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